
守谷市教育委員会定例会 令和５年９月 

 

１ 日  時 令和５年９月２５日（月） 午後１時３０分～ 

 

２ 場  所 守谷市役所 全員協議会室 

 

３ 出席者 教 育 長  町田 香 

  教育長職務代理者 河原 健 

  教育委員  萩谷 直美 

  教育委員  椎名 和良 

  教育委員  寺田 弘 

 

４ 欠席者  なし 

 

５ 説明のための出席者 

  教育部参事   古橋 雅文 

  教育部次長兼生涯学習課長 福島 晶子 

  学校教育課長   前川 優子 

  教育指導課長   直井 健治 

  給食センター長  鈴木 林 

  中央図書館長   平塚 恭子 

  事務局員（学校教育課長） １名 

 

６ 傍 聴 人 なし 

 

１ 開会宣言       教育長 

 

２ 会議録署名委員の指名 教育長 

 

３ 議決事項       教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 午後１時３０分 開会を宣言 

 

 会議録署名人に萩谷委員を指名する。 

 

 議案第４２号「守谷市立小学校及び中学校の通

学区域に関する規則の一部を改正する規則につ

いて」説明を求める。 

 

 議案第４２号、４３号については、本日、追加

しました報告第１０号と関連があるため、報告か

ら説明させていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告第１０号について、令和５年５月２９日付

守教委発第１５７号にて、守谷市通学区域審議会

に対して、黒内小学校の対応と小中学校の適正配

置について諮問した結果、頂きました答申です。 

２回の審議、２回の学校施設見学会を経て、令和

６年度から実施する黒内小学校対応内容につい

て、令和５年８月２９日付で答申を頂きました。

現在、黒内小学校区となっている２か所につい

て、別の学校の通学区域にし、また就学校変更基

準を見直し、黒内小学校への就学校変更受入れを

制限するほか、黒内小学校新入学児童が、ほかの

学校への入学を希望できるようにするという内

容です。報告につきましての説明は以上です。 

 この答申を踏まえ、来年度から実施することが

できるよう必要な規則と要綱の改正について、議

案第４２号、４３号として今回上程しておりま

す。 

 それでは、議案第４２号の説明に入ります。 

 本議案は、８月２８日に守谷市通学区域審議会

から頂いた答申を踏まえ、現在、黒内小学校の通

学区域となっている二つの地域を守谷小学校、御

所ケ丘小学校へと変更するために、通学区域を定

める本規則の一部を改正するものです。 

 別表内、大原地区内に含まれる（仮称）新守谷

駅周辺土地区画整理事業施行予定地域につきま

して、別表内の御所ケ丘小学校の通学区域の欄に

「大原（仮称）新守谷駅周辺地区土地区画整理事

業施行予定区域」として追記しております。 

 また、黒内小学校の通学区域からここを省くた

めに、大原の後ろに、括弧書きで御所ケ丘小学校

の通学区域を除くと記載しております。 

 また、今回変更するもう１か所の守谷駅土塔口

に現在、建設中の共同住宅につきましては、地番

は中央４丁目地内となっており、令和２年度に同

じく中央４丁目地内の共同住宅を黒内小学校区

から守谷小学校区に変更した際に、既に本規則を
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            採決結果 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

変更しておりますので、今回、変更は不要となっ

ております。 

 このほか、現在、市内では守谷小学校区となる

守谷駅東口と、郷州小学校区となる本町３１７０

番地付近で共同住宅が建設中となっております

が、こういった市内の共同住宅などの計画につき

ましては、都市整備部から随時情報提供するよう

依頼しており、今後の黒内小学校区に大規模な共

同住宅が予定された場合は、順次、審議会で審議

し、区域を適切に設定していきます。 

  

 適切だと思う。 

 

 審議会の答申を尊重したい。 

 新守谷駅周辺の学区を開発が進行する以前に

変更して、黒内小学校の課題、教室不足に対応す

るのは適切である。 

 また、マンションについて、建設、実際の入居

や募集が始まる前に、必要な学区変更等の措置を

することも適切である。 

 守谷小学校に移動するのはいいが、守谷小学校

もぎりぎりなので、気になっており、建設の予定

や、守谷小学校の状況も確認をしながら進めてほ

しい。 

 

 議案第４２号「守谷市立小学校及び中学校の通

学区域に関する規則の一部を改正する規則につ

いて」採決する。 

 

 全員賛成 

 

議案第４３号「守谷市立小中学校の就学指定校

の変更に関する取扱い要綱の一部を改正する要

綱について」説明を求める。 

 

 本案は、同じく８月２８日に守谷市通学区域審



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会から頂いた答申を踏まえ、黒内小学校児童数

の過大規模化を多少とも緩やかにすることがで

きるよう、就学校変更基準要件の一部を変更する

ため、要綱の一部を改正するものです。 

 要綱変更の内容としては、幾つかの語句を適切

な表現となるよう訂正をし、保護者の便宜を図る

ために、変更承諾期間を変更するなどのほか、今

回の目的である黒内小学校の過大規模化を緩や

かにするための対策を令和６年度から実施する

ため、要件を追加、訂正する内容です。 

 次に、就学校変更要件の具体的な変更内容とな

っております。 

 まず、修正した部分について説明いたします。 

 これまで変更承諾期間が適当と認められる期

間や申出期間となっている要件のうち、原因とな

る理由や保護者の意向が一定期間変わらないと

想定される要件につきまして、保護者の毎年度の

申請が不要となるよう、卒業までへと変更いたし

ます。具体的には、学年途中での転居で、継続し

て在校を希望したい場合となる要件１、公共事業

による移転となる要件４、住所地以外の町内会等

に加入していて人間関係が構築されているとい

う要件９、特別支援学級やいじめ等を理由とする

要件１０、１１、住所地の通学区域が変更となっ

てしまった場合に、それまでの就学校に通いた

い、また、兄弟も一緒にという要件１２、１３と

なっております。 

 次に、要件６、７の父母の就労を理由として就

学校変更を希望する場合については、父母の勤務

場所や、祖父母宅に児童生徒を下校させるから就

学校を変更したいという要件となるため、本当に

児童クラブが必要な児童のみが使用できるよう、

原則、児童クラブの使用は不可とし、注意書きの

６番にこれを明記いたします。 

 ただし、祖父母についても、父母よりは就労時

間が短いけれども就労しているという場合があ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りますので、その際は、児童クラブの使用は認め

るとなっております。 

 この箇所につきまして、守谷市児童クラブの設

置及び管理に関する条例に定めている入所対象

児童に記載すべきではないかとの事前に御指摘

を頂いておりますが、法令担当部署で確認したと

ころ、教育委員会内で情報共有がされており考え

方が統一できていれば、就学校変更を定めるこち

らの要綱に、条件として記載することで問題ない

との判断がありましたので、このまま注意書きに

記載を考えております。 

 最後に、９番の住所地以外の町内会等に加入し

ていることを理由とする要件ですが、現在、就学

校を変更したいがために、申立て直前に他の町内

会などに加入し、該当の地域で活動の実態がない

というような状況が発生しているため、要件の表

現を、既に加入していて密接な関係にあるとする

ほか、承諾期間が、原則は卒業までとするが、先

ほど申し上げた不適切な利用を避けるために、そ

の町内会等を脱退したら、就学校は本来の学校に

戻ってほしいと、そういった姿勢を記載し、これ

を申立て時に説明することで不適切な利用を制

限していきたいと考えております。 

 次に、過大規模校化対策について、要件１、学

年途中での転居について、他校では卒業まで可と

しましたが、過大規模校は学年末までと明記しま

した。また、要件９、これは先ほど申し上げたと

おり、通学区域外から、その学校に通学したいが

ために利用される可能性があること。要件１０

は、守谷では全校に特別支援学級が存在し、この

学校にしかないという学級がないことから、要件

１１については、いじめや不登校による就学校変

更基準となっておりますが、このいじめや不登校

を理由とするのであれば、いじめなどがある学校

以外であれば、行く先はどの学校でもよいのでは

ないかと考えられるため、これらを理由に、通学
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区域外から過大規模校に通学する条件としては

認めないこととし、これを注意書き３番に明記い

たしました。 

 最後に、要件１６、１７を設定したほかに、注

意書き４番を追加することで、過大規模校の新入

学児童については、希望があれば、過大規模校か

ら普通教室に余裕がある学校へ就学校変更希望

申立てができ、原則、就学校の変更した先の小学

校の進学先とすること、ただし、元の通学区域の

中学校に進学したければ、申立てることができる

状況にしました。 

 また、施行期日を１０月１日としているのは、

この申立てをこの１０月から受け付けることが

できるようにするためとなっております。 

  

 変更要件の６、７、８。父母の勤労先により、

祖父母の、そして実際の生活拠点が、変更承認期

間が学年末までとなっているが、これは翌年、ま

た、そういう状況なので更新できるのか、その事

象が発生して、そこの学年までで指定校先に戻す

のか。 

 

原則は学年末までとなっており、更新したい場

合は、その都度、就労証明書を持って、その状況

に変更がないことを確認してから、翌年度も認め

るとさせていただいております。 

 

 議案第４３号「守谷市立小中学校の就学指定校

の変更に関する取扱い要綱の一部を改正する要

綱について」採決する。 

 

 全員賛成 

 

 続いて、議案第４４号「教育委員会の点検・評

価結果報告書の提出について」の説明を求める。 

 



学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２６条第１項の規定により、市民に対す

る説明責任を果たすとともに、本市教育行政の充

実を図るため、本年３月の定例会において可決さ

れた点検評価の実施方針に基づき、本市教育委員

会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に

係る点検及び評価の結果に関する報告書を作成

しましたので、市議会への報告及び市民への公表

について承認を求めるとなっております。 

 なお、本年度の点検評価委員につきましては、

４月の定例会で皆様に承認いただきましたとお

り、今年度、全３名のうち１名が交代となり、新

しい体制となっております。 

 今回の点検及び評価につきましては、令和４年

度の事務が対象になっております。 

 報告書の作成に当たりまして、まず市内各校及

び教育委員会の各部署において、昨年度、取り組

んだ内容についての自己評価を行い、その結果を

基に、５月に報告書案を作成いたしました。 

 自己評価を行う上で、学校評価については、学

校が毎年度設定するグランドデザインの中に記

載されている教育目標達成のため、五つの学校教

育プランごとに、どのような目標を設定し、どの

ようにそれを達成したか、今後どうしていくか、

外部からどのような御意見を頂いたかという４

項目について、数値を使用して評価してもらうよ

うお願いし、達成度合いについては、県立の学校

で使用されている基準を採用しました。 

 また、教育委員会内の各課での自己評価につき

ましては、新しい教育大綱で定められた分野ごと

に、令和４年度に特に重点的に取り組んだ事業の

評価と、施策全般の進捗状況が分かるよう、施策

に含まれる全事業の評価とに分けて実施いたし

ました。また、学校評価と同じく、施策の達成状

況が分かるよう、こちらも県教育委員会の点検評

価で使用している達成基準を採用しました。 
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 これらの報告書案について、点検評価委員の皆

さんに御確認をいただいた上で、第１回目の点検

評価委員会を６月２１日に開催いたしました。 

 会議当日は、事前に頂いた質疑に対する回答や

補足説明をそれぞれの所管課から説明し、意見交

換を行いました。 

 そのほか、８月３０日に開催しましたもりや型

教育改革の提案発表会へ参加いただき、令和４年

度も含めた市のこれまで取組を公開授業の見学

も含めて御案内いたしました。 

 それらを踏まえ、御意見、御提案を頂き作成さ

れたものが、本議案の報告書となっております。 

 なお、学校評価結果につきましては、昨年度ま

でと同様、教育委員会の点検評価報告書を作成す

るための資料とし、公表するものではありませ

ん。教育委員会の点検評価結果報告書につきまし

ては、本日、皆様から承認が得られましたら、市

議会に提出し、市のホームページで公表をいたし

ます。 

 

 小中学校から上がってきている１３校の各学

校の評価が読みやすく、統一されていて、非常に

分かりやすかった。 

 内容的にも、全部真実であって、対応策が書か

れているので、議会に出して問題ない。 

 

 今回大きく構成も変更し、昨年度までの構成よ

りも、教育委員会がどんな考えで、どんなことを

行っているかというのが、かなり分かりやすくな

った。公開されるので、一般の市民が読んでも分

かりやすいことは大変重要であると思う。 

 学校評価のほうは、学校ごとに保護者に公表す

るとすれば、それもかなり読みやすくなっている

と感じる。特に、施策の実現のための主な取組に

ついて、決算額を記載することにしたことである

とか、あるいは成果指標を示したことだとか、目
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標値を設定して達成状況を絵描いて、県の点検評

価を参考にしたということだが、こうした構成と

いうのは、かなり画期的な変更をして、すばらし

いと思う。 

 

 記載について、大変よく分かりやすく記載され

ていると思う。今後の方向性、課題について、実

現に向けて努力をお願いしたい。 

 

議案第４４号「教育委員会の点検・評価結果報

告書の提出について」の採決を行う。 

 

全員賛成 

 

 議案第４５号「学校給食センター運営委員会へ

の諮問について」の説明を求める。 

  

 守谷市学校給食センターの設置及び職員に関

する条例第４条の第２項に基づき、給食センター

運営委員会へ諮問するものです。 

 諮問事項は三つありますので、説明します。 

 諮問事項１は、昨年度の学校給食センター運営

委員会からの答申を受け、現在、小中学校に委任

している学校給食費の徴収事務、こちらを市で行

えるよう、守谷市学校給食に関する規則について

諮問するものです。 

 これまで守谷市学校給食費取扱要綱に処理し

ておりましたが、要綱は行政機関の内部における

内規ということで、法規として性質を持たないも

のになりますので、徴収事務を行うに当たりまし

ては、規則の施行で対応を図りたいと考えており

ます。 

 併せまして、条項になります。第４条の申込書

になりますが、旧のほうでは、これまで在籍学校

長扱い、教育長宛ての納入確約書で対応しており

ましたが、新しく市長宛の申込みをいただき、裏



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面では滞納につきまして、過年度分は児童手当か

らの引き落としの同意を頂くものとなっており

ます。 

 第７条になります。第１項で、児童生徒の給食

費については、現要綱の月額端数を切り捨てさせ

ていただいております。今後、徴収義務、給食セ

ンターへ移管するに当たり、今後の徴収等のこと

を考慮しての額となります。 

 学校職員、給食センター職員等につきまして

は、特別メニュー等を除きました主食、牛乳、副

食、その他、年間経費の３年分、令和３年から現

年度分の平均個人月額の端数切り捨てを考慮し

まして、5,300円にしております。現在、物価高騰

しておりますが、この金額で行います。 

 これまで減免につきましては、１日以上喫食

で、月額分。喫食９日以下であれば、喫食数掛け

る日額であったものを新しくしまして、月額途中

の転入者については、月額を超えない範囲での喫

食数掛ける日額に修正しております。 

 または、第２号では、怪我や病気などで引き続

き５日以上の欠食で、喫食数、日額で対応してお

ります。第３号では、牛乳減免についてです。三

か月以上の飲用停止で対象でしたが、これを一月

ごとの減免としております。 

 第４号、その他、喫食者の額ですが、主に見学

者ですが、これまで年間の平均額260円というこ

とでしたが、代表的な主食、パン、米粉パン、ソ

フト麺、牛乳、副食の平均値から、１食３００円

にさせていただきたいと考えております。 

 また、委員の皆様から先に御質問がありました

ので、回答させていただきます。 

 第３条（１）学校給食費の納入義務者ですが、

守谷市立小学校及び中学校に対する児童又は生

徒の保護者、学校教育法第６条に規定する保護者

を、以下、単に保護者というということですが、

この「単に」という言葉ですが、総務課に確認し



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たところ、児童の保護者、法に規定する保護者と

いうことで、これがいろいろな保護者、保護者と

いう言葉をまとめて「単に」ということを入れて

統一しているということでした。 

 また、第７条ですが、学校給食費の額は次の各

号に掲げる者の区分に応じということですが、そ

れぞれ当該各号に定める額とするに掲げるもの

ということは不要ということなのですが、こちら

も、どちらでも読み取れるということで、入れた

ほうが分かりやすいというような判断から、その

ままとなりました。 

 諮問事項（２）につきましては、諮問事項１、

この規則の施行によりまして、現行の要綱を廃止

する諮問となります。 

 諮問事項（３）につきましては、昨年度、守谷

市学校給食におけるアレルギー対応マニュアル

を策定しましたが、食品表示基準の改正や、１年

間の運用を受けての改正になります。 

 大きな変更点ですが、２３ページの（２）完全

弁当対応、給食停止対象にあります原因食物の種

類が多い場合や、ごく少量でも重篤なアレルギー

症状を起こす場合などとありますが、ごく微量の

範囲が不明確という御指摘があり、これを削除し

ております。新入学時健康診断の際に栄養士が出

向き、アレルギーの聞き取り対応をさせていただ

くことになっております。 

 なお、令和６年４月１日から、先ほどの規則の

変更点となります。 

 先ほど言いました３か月以上の牛乳飲料の中

止、これを月ごとにし、守谷市給食費取扱要綱は、

守谷市学校給食に関する規則にて変更し、こちら

は学校給食運営委員会に事前に了承を頂くもの

となっております。来年の４月１日からの変更と

なります。 

 令和４年度学校給食対応フローチャートとな

っておりましたが、令和４年度に限ったことでは
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ないので、４年度を削除します。 

 また、これまで新入学児童の対応申請書を就学

時健康診断に配付し、保護者説明会で給食センタ

ーによる聞き取りをしていたのを、就学児健康診

断の最初で聞き取りをし、記入の指導を行い、具

体的な相談を受け、その後、入学説明会で回収と

いう流れに変更させていただきました。こちら

は、学校及び保護者からの要望で行っておりま

す。 

 原則として使用しない食材にアレルギー源を

含むもので、これまで提供していないもの、新た

にアワビ、イクラ、キウイフルーツ、マツタケを

追加し、また、ピーナツだけになっていたのです

が、落花生というような表記を付け加えておりま

す。 

 それと、これまで原則、アレルギーの診断書の

提出を求めていたのですが、診断書が有料である

ため、食物アレルギーを有する方は、学校生活管

理指導表の提出、また、給食の管理が必要な方は、

学校給食における食物アレルギーの申請書の提

出をお願いするという文章に変更しております。 

 

 給食を受ける者に、権利を課し、義務を制限す

る場合については、基本的には条例であると思う

がいかがか。 

  

 地方自治法の中で、総務課にも確認しました

が、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する

事項というのは、条例で定めなければならないと

いうことが規定されているのですけれども、学校

給食費、こちらは地方自治法上の分担金、使用料

に当たらないということで解釈されており、条例

は必須ではないと伺っております。 

 また、学校給食法の中で、給食に要する経費は

学校給食を受ける児童の保護者が負担するとい

うことが規定されており、上位法で保護者負担と
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うたわれており、規則で問題ないと考えておりま

す。 

  

 給食の徴収の件ですが、月で言えば、小学生が

４，２００円、中学生が４，５００円。小学生も

中学生も、１食ずつで計算した場合には３００

円。それがちゃんと説明できるように、中学生と

小学生は、給食の量が違うので、厳密に分ければ、

小学生は三つの段階にカロリー等が分かれてい

る。中学生は１、２、３年まで一緒である。その

点で、一律に３００円ということであると、なぜ

かという質問があるので、具体的に、その点を明

確に答えられるようにしておくべきである。 

 もう一つは、アレルギー対応の指針が訂正さ

れ、１か所、ＰＤＦの部分が非常に見にくかった

ので、しっかり濃く出るようによろしくお願いし

たい。 

 

 ３００円というのは、施設見学等に来た方の値

段で一般の児童生徒に関しては、若干、値下げを

しているような状況になります。 

 

小学生が２８０円１食当たり。それを基にした

場合、一月当たり４，２００円のほうが高くなる

のか、１食でやったほうが安くなるのかをはっき

り出していったほうがいいと考える。 

 

 実際に、経費としてはこれ以上かかっており、

市負担をかなり入れております。 

 

 月額で徴収しているのか。 

 

 月額です。 

 

 例えば４月とか３月とか、比較的、給食の実施

日数が少ない月も、同じ金額を集めているのか。 
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 同じです。 

 

 給食の実施日数で集めた金額を全部、それで割

り算すると、１食当たり幾らという目安として示

しているという考えでよろしいか。 

 

 そうです。 

 

議案第４５号「学校給食センター運営委員会への

諮問について」の採決を行う。 

 

〔賛成者挙手〕 

  

 報告第９号 令和５年守谷市議会９月定例月

議会について、次長から報告を求める。 

 

 議案第６１号「守谷市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例」については、児童福祉法の一

部改正に伴って児童クラブの運営基準に児童の

安全確保が追加されたことから、条例の一部を改

正する旨の説明をし、全員賛成で可決がされまし

た。 

 議案第６２号「令和５年度守谷市一般会計補正

予算（第４号）」については、８月定例教育委員

会で承認をいただいた内容と変化はなく、要求額

は全て全員賛成で承認されました。 

 要求内容は債務負担行為補正では、けやき台中

学校仮設校舎の賃貸借と、郷州公民館休館中のト

イレのリース・清掃に係る費用、歳入では、民設

民営児童クラブに関係する財源として、児童が乗

車するバスへの安全装置の設置費用や、来年４月

に新設を予定する施設の開設準備費用に係る補

助金交付額、また、中学校部活動の地域移行に係

る財源として、県から委託を請負う際の地域指導



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者の人件費に係る財源と、指導者育成に対する研

修会やスポーツ体験会の開催に係る助成額を計

上いたしました。 

 また、歳出は、民設民営児童クラブが所有する

バスへの安全装置設置費用や、来年４月に新設を

予定している施設の開設準備費用のほか、昨年度

の児童クラブの事業実績に基づく交付金の返還

金のほか、もりや学びの里の屋根の防水や高野公

民館のエレベーターの修繕、中央公民館の側溝設

置工事などの増額を要求し、承認されました。 

 次に、受理番号第２号、茨城県職員組合から提

出された教職員定数改善と義務教育費国庫負担

制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を

求める請願です。 

 請願の内容は昨年と同様になりまして、１点目

は、中学校・高等学校で３５人学級を早急に実施

すること。 

 ２点目は、長時間労働の是正を図るため、定数

改善を図ること。 

 ３点目は、教育の機会均等と水準を維持、向上

させるため、国の国庫負担制度を堅持することに

なります。 

 この請願については、９月５日、総務教育常任

委員会において、部長と参事、教育指導課長、副

参事の４名が出席し、現状について報告をいたし

ました。 

 委員からは、請願事項についての市の現状と考

え方について質疑がありまして、市としては、３

５人以下の学級をほぼ実現していること、学校の

働き方改革や加配の増員に柔軟に対応している

こと、それと義務教育費国庫負担制度を堅持すべ

きであると考えることをお伝えし、総務教育常任

委員会では、賛成多数で採択すべきものと決し、

本会議においても同様の結果となっております。 

 受理番号第３号、市民の方から提出された地域

子ども会活動に対して、委託バスを無料で貸し出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しすることを求める陳情は、内容説明のため、部

長と私と生涯学習課の課長補佐の３名で出席を

し、市が契約する委託バスの使用基準に沿って、

公用・準公用の事業の範囲で使用していることを

報告しました。 

 委員からは、公用・準公用の範囲について質疑

があり、公用は国や県・市が主催する事業である

こと、準公用は市の補助団体が行う事業であると

回答しました。 

 別の委員からは、子ども会活動の活性化にもつ

ながるため、採択すべきとの意見もありました

が、総務教育常任委員会では、賛成少数で不採択

となり、本会議場でも同様の結果となりました。 

 令和３年度、４年度に行った守谷中学校校舎増

築工事の継続費の精算報告になります。 

 続きまして、市政に対する一般質問への対応で

すが、教育委員会に関する質問は、渡辺秀一議員

と高梨隆議員の２名です。 

 初めに、渡辺秀一議員からは、給食センターの

稼働率を向上するため、夏休みに児童クラブに通

う児童に給食センターで作った給食は提供でき

ないかとの質問がありました。 

 給食センターでは、長期間の夏休みを利用して

施設設備のメンテナンス等を行っているため、給

食を提供できる日数確保が難しいこと。 

 また、受入れ先である児童クラブにおいても、

給食の配膳員等の確保が必要になることなど、

様々な課題があるが、他市においては、児童クラ

ブへの給食提供を行っている事例もあるので、今

後、調査研究していきたい旨を回答しました。 

 また、二つ目の質問といたしまして、通学者定

期券補助制度の導入と、私立高等学校等授業料支

援補助制度について、市独自の支援を導入しては

どうかとの提案がありました。 

 通学者定期券補助制度につきましては、議員の

質問の趣旨としては、これまでＴＸに対し、沿線



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の自治体で通学者の割引の引下げを要求してき

たが、一向に実現されないことを受けて、市独自

で補助をしてはどうかという内容です。 

 議員には、引き続き、ＴＸに割引の引下げ要望

を継続して行うこと、そして教育委員会としまし

ては、家庭の経済的な理由で希望する学校に通え

ないということがないように、子育て世帯への支

援策について、通学定期券購入補助も含めて検討

していくことを回答しております。 

 また、私立高等学校等授業料支援補助制度につ

きましては、議員から国の制度の上乗せとして、

東京都や大阪府のように市独自で補助してはど

うかとの提案があり、子どもたちが経済な不安を

抱えることなく進学先を選択できるようにする

ことは大切だが、財政面での負担が大きいこと、

また、通学補助と同様、支援策について、今後、

事例研究をしていきたいと回答しております。 

 高梨隆議員からは、市民スポーツの振興につい

て質問がありました。 

 初めに、子どもたちがスポーツに親しむ機会は

主に学校の活動で確保されているが、働き世代、

高齢者、障害のある方はスポーツを楽しむことが

できているのかという質問がありました。 

 働き世代の半数以上がスポーツが好きだとい

う方が多いというアンケートの結果を紹介し、高

齢者は、各自の体力や好みに合わせて積極的に活

動されていること、また、現在、市は障害の有無

にかかわらず、楽しめるボッチャというスポーツ

を普及しており、今後もあらゆる人がスポーツを

楽しめる機会を提供していくと回答しました。 

 また、法人化されたスポーツ協会の活動や業務

について質問があり、１０年前からの変化、それ

からスポーツ協会本体と専従職員の将来性を含

めて、スポーツ振興施策の実働部隊として期待し

ていることを回答いたしました。 

 最後に、（仮称）総合運動公園の計画を踏まえ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、スポーツ振興計画を策定してはどうかとの提

案がありました。 

 現状では、スポーツ行政が変革期にあること

や、あらゆる部局が連携して施策に取り組むこと

が望まれているため、スポーツ単独の計画ではな

く、総合計画と教育大綱に盛り込むこと。また、

国のスポーツ基本計画では、一市の単独ではな

く、広域連携で取り組むことも可能とされている

ことから、令和５年に近隣７市により計画を策定

していることを伝え、当面はこの計画を推進し、

（仮称）総合運動公園の計画が見えてくれば、市

の大きな資源となり、施策の推進にも大きく影響

することから、その時機を見て、市単独の計画策

定について、その必要性も含めて調査研究を進め

ることを回答いたしました。 

 続きまして、議案第５１号 令和４年度守谷市

一般会計歳入歳出決算認定につきましては、賛成

多数で承認されました。 

 概要についてですが、令和４年度の市全体の一

般会計の支出総額は３１７億５，０１１万４，５

０９円で、そのうち教育委員会が所管する事業の

決算額、資料２枚目の一番下の合計額になります

が、４３億２８７万８５６円になります。 

 前年度決算額と比較いたしまして１９億５，７

１０万７，９３５円の減となりまして、一般会計

歳出決算額に占める割合は１３．６％で、前年度

よりも６．２ポイント減少しております。 

 減少した主な理由は、給食センター整備事業や

黒内小学校の増築工事、また郷州小学校校舎大規

模改修工事などの大規模な工事が令和４年度で

完了したことが主な要因となっております。 

 委員から出された質疑につきましては、教育委

員会所管事業の主なもの２点を御報告させてい

ただきます。 

 １点目は、学校教育総務事務についてです。委

員から、教職員向けハラスメント対策の実施状況
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閉会宣言     教育長 

について質疑がありまして、教育委員会内にハラ

スメント対策委員会と相談窓口を設置したほか、

管理職等に向けた研修会及び全教職員向けのア

ンケートを実施するなどして、学校全体でハラス

メントを解消するための取組を強化し、学校にお

ける職場環境が適切に保たれるよう留意してい

ると回答しました。 

 ２点目は、中学校教育振興事業についてです。

委員から、部活動指導員配置事業補助金に係る指

導員の登録制度について質疑がありまして、補助

的な指導に当たる部活動指導員は、令和４年度末

時点で12名の登録があり、また、部活動の地域移

行を進めるため、守谷市スポーツ協会において、

より質の高い指導ができる専門指導員の登録制

度の運用も開始して、３３名の登録があるという

ことを回答しました。 

  

 不用額として残った場合について、必要であれ

ば、補正ではなくて、流用をかけながら、機動的

な形で使えるよう行っていただきたい。それが教

育の向上なり、児童生徒の安全の対策等になると

思うので、機動的な予算の使用についてお願いし

たい。 

  

 次回の定例会の日程 

・日時 令和５年１０月２５日（水曜日） 

  午後１時３０分～ 

・場所 守谷市役所 全員協議会室 

 

午後２時３０分閉会を宣言 

 

会議録署名人  

 


